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                                １０：００開議  

 

○ 山本里香委員長 

 おはようございます。ご苦労さまです。 

 産業生活常任委員会及び予算常任委員会産業生活分科会をただいまより開催したいと思

います。先立ちまして、きょう、傍聴は市民の方４名と、報道の方１名が入ってみえます。

この分科会の様子を、写真撮影したいと朝日新聞から申し出がありましたので、了承して

いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、本日、お手元にあると思いますが、事項書に沿って進めさせていただくわけ

ですが、議案は市民文化部の１件となっております。あと、市民文化部の協議会が１件、

商工農水部の協議会が１件、それぞれ申し出がありましたので、あす予備日となっており

ますけれども、できるだけ本日、この審議を皆さんにもご協力をいただいて進めていきた

いと思います。また、その他事項として、報告、説明などもありますが、よろしくお願い

したいと思います。 

 なお、本日、この委員会の中で所管事務調査として何か要求がありましたら、今、お申

し出いただいておきますと、各所属に指示をすることができますが、ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、そういうことで進めさせていただきます。 

 では、市民文化部所管部分の予算常任委員会産業生活分科会に入りたいと思います。 

 議案第63号平成24年度四日市市一般会計補正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補

正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第18目コミュニティ活動費について説明をい

ただきますが、その前に部長からごあいさつをいただきます。 
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○ 佐野市民文化部長 

 おはようございます。 

 市民文化部でございます。１年間、山本委員長を初め、皆さんにお世話になります。よ

ろしくお願いを申し上げます。初め、ちょっと前ぶれでございますけど、ご承知のとおり、

私ども市民文化部というのは、市役所の業務のベースとも言えます戸籍、住民登録事務か

ら、地区市民センターを拠点とする、いわゆる地域のまちづくり支援、さらには国際親善、

多文化共生、それから、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みということで、そして、

さらに第１回全国ファミリー音楽コンクールがございますように、文化振興、それから、

地区市民センター等でもやっております市民大学等を含んだ生涯学習、いわゆる文化会館

から、あさけプラザから、楠総合支所まで、極めて市民生活に密着した幅の広い業務を所

管させていただいております。 

 きょうは、その中から補正予算に係るご審議をお願いするわけでございますけれども、

きょうの案件は、宝くじの売り上げを原資にいたしましたコミュニティ助成事業というの

がございまして、これを運営しております財団法人自治総合センターから助成を受けるこ

とになりました地域の活動が３件、それから、文化団体が１件、それぞれの歳入歳出同額

の補正予算を計上するものでございます。毎年、前年の秋に募集がありまして、新年度に

入ってから交付決定がなされますので、毎年この時期に補正をお願いすることになってご

ざいます。詳しくはそれぞれの課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

 

    議案第63号 平成24年度四日市市一般会計補正予算（第１号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

           第18目 コミュニティ活動費 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 市民生活課長の山下でございます。おはようございます。 

 議案第63号平成24年度四日市市一般会計補正予算のうち、補正予算書につきましては、

15ページから17ページを、ごらんいただきますようお願いいたします。それと、６月補正



 - 3 - 

予算参考資料１につきましては、１ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 補正予算書の15ページ、16ページの歳入歳出につきまして、1110万円の計上をさせてい

ただいておりますが、このうち市民生活課の所管分が750万円でございまして、残り360万

円が文化国際課の所管分でございますので、まずは市民生活課の所管部分について説明さ

せていただきます。６月補正予算案の参考資料で説明させていただきますので、ごらんい

ただきたいと思います。 

 先ほども部長が若干お話をされましたけれども、宝くじの社会貢献広報事業として、財

団法人の自治総合センターが行っております助成事業のうちから、一般コミュニティ助成

事業というものに対して、本年度、市内の各地区から４団体の申請がございまして、実際

には、こちらに記載の３団体への助成の交付が決定されました。 

 それで、一般コミュニティ助成事業につきましては、住民が自主的に行うコミュニティ

活動の促進を図り、地域連携間に基づく自治意識を盛り上げようとする事業に助成をされ

るものでございまして、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備を補助対象としている

ものでございます。助成額につきましては、100万円から250万円の範囲でということで、

補助率は100％でございます。 

 当該助成金につきましては、一たん市のほうに交付されまして、それを、その市のほう

から各団体へ補助金として交付する形になっておりまして、先ほども部長が申し上げまし

たように、自治総合センターの交付決定がこちらにも記載してございますように、県を通

じて４月にまいったということでございますので、当初予算には間に合わないものですか

ら、今回、補正要求をさせていただくもので、３団体を合わせまして750万円の歳入歳出

をお願いするものでございます。 

 概要につきましては、この資料の助成決定に記載してありますように、羽津の石北宮守

太神楽保存会が、これは、中学生や女性の方が広く舞いができるようにということで、獅

子舞の頭部分の軽量化を図るというような趣旨から、獅子頭とか、太鼓、衣装、台車など

を新たに購入するものでありまして、その総事業費260万2000円のうち250万円が助成金と

なっております。 

 次に、下野地区まちづくり委員会につきましては、あさけが丘団地の北側にあります山

林の補てん整備を行うということで、現在、一部広場として整備されておりますが、当該

地につきましては、モウソウチクに覆われておりまして、この竹を利用した整備をするた
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めに、今回、炭焼き釜を購入して、竹炭づくりにより竹の再利用を図りながら整備をして

いくということでございます。この総事業費250万6000円のうち250万円が助成額になって

おります。 

 最後に、中納屋町自治会の大入道山車の台車、彫刻、漆、金箔、飾り金具などの修復修

理を行うものでありまして、これにつきましては、総額事業費の312万7000円のうち250万

円が助成額となっております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

 

○ 小林文化国際課長 

 文化国際課長の小林でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、同じくコミュニティ助成事業のうち、文化国際課所管部分といたしま

して、地域の芸術環境づくり助成事業の360万円につきましてご説明をいたします。 

 資料は６月補正予算参考資料①の２ページをごらんください。 

 まず、地域の芸術環境づくり助成事業の目的でございますが、２の内容にございますよ

うに、公立文化施設等におきまして、企画、制作能力を向上させること、それによりまし

て施設の利用促進が図られることでございまして、条件としましては、独自に企画された

ものであること、また、音楽、演劇、ダンス、伝統芸能等のワークショップなど、地域の

交流が図られる、そういった要素を含むものとなっております。 

 当該助成金は、市へ一たん交付されまして、文化事業の実施団体に交付をいたします。

交付決定が平成24年４月３日に、県を通じて市にまいりまして、今回、補正予算とさせて

いただくものです。 

 事業の実施主体として対象になりますのは、市や指定管理者、それ以外には、市や指定

管理者等が企画運営を担う実行委員会となります。今回は、ことし文化会館が開館30周年

を迎えまして、その記念事業として、文化会館の指定管理者であるまちづくり振興事業団

が取り組む市民ミュージカル、「レイル・ドリーム～勢江鉄道にかけた夢～」に対して、

自治総合センターから助成の交付決定がなされまして、市から補助金としてまちづくり振

興事業団に交付するものです。勢江鉄道という地元を素材に脚本を起こしまして、独自に

上演し、現在、市民への出演募集が行われておりますが、本年12月７日から９日の３日間

で４回の公演が行われる予定です。本番までに約50回に及ぶ演劇や歌の稽古が行われまし

て、こうした市民参加型の公演も地域交流の要素として認められているということです。 
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 総事業費は、製作、上演に係る経費としまして879万1000円ですが、そのうち入場料の

見込みが316万6000円、岡田文化財団の助成金が200万円ございまして、そういった収入を

除きまして、残り362万5000円のうち10万円未満は切り捨てとなりまして、360万円の助成

額となっております。 

 360万円の歳入歳出の補正につきまして、よろしくお願い申し上げます。説明は以上で

ございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、質疑に移ります。 

 委員の皆さん、ご質問はありませんでしょうか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ６月補正予算参考資料①の１ページのところでお尋ねをいたします。 

 こちらは、整備を行った後で申請を上げるのか、申請があって、承認を受けて、その後

に整備をされるのか、その部分だけ確認させてください。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 市民生活課長の山下でございます。 

 これにつきましては、交付決定がされてから事業を行うということになりますので、事

前には着工はできないということになっております。 

 以上でございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかに。 

 

○ 森 智広委員 

 コミュニティ助成事業なんですけれども、この枠というのは、基本的に、過去の推移っ

てどうなっていますか。出ますか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 
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 市民生活課長の山下でございます。 

 一般コミュニティー助成事業のこれまでの実績を若干申し上げますと、平成20年度が１

件、平成21年度が２件、平成22年度が３件、23年度は１件というようなことになっており

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 文化国際化関係部分でございますが、この制度は、今回初めてでございます。 

 

○ 森 智広委員 

 一般コミュニティ助成事業なんですけれども、これ、漏れた事業もあるんですか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 今回４件のうち３件ということでございまして、１件が漏れたんです。これにつきまし

ては、スロープの整備ということで、助成事業の趣旨が、直接事業にかかわるものという

ことなので、スロープというところが若干その対象にならなかったのかなということで、

１件は漏れております。 

 それと、参考までにですが、県下で50件の採択がされておるんですが、実際には99件の

申請があって約半分ぐらいが、この平成24年度については採択ということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 森 智広委員 

 これ、双方なんですけれども、提出の数と採用の数というのは、ここ３年か４年でもい

いんですけど、資料でいただけますか。四日市がどういう助成をされているのかというの

をちょっと知っておきたいものですから。 
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○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 市民生活課長の山下です。 

 実績がございますので、そちらのほうを、またお配りをさせていただきますが、後日改

めてでよろしいでしょうか。 

 

○ 森 智広委員 

 はい、よろしくお願いします。 

 

○ 山本里香委員長 

 そうしたら、今すぐじゃなくていいですか。 

 

○ 森 智広委員 

 はい、大丈夫です。 

 

○ 山本里香委員長 

 皆さんに。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 改めてお送りさせてもらいます。 

 

○ 山本里香委員長 

 お願いします。 

 ほかに。 

 

○ 荒木美幸委員 

 この補助金の事業なんですが、昭和53年ぐらいから始まっている事業で、毎年行われて

いるというのを調べさせていただいたんですが、この自治総合センターさんが２年前の事

業仕分けの対象になっていますね。普及広報活動に関して仕分けの対象になって、廃止の

方向性で云々ということになっているわけですけれども、それが実行された場合に、やは

りこういった補助金というのは切られてしまうのか、その辺の危惧というのはいかがでし
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ょうか。お聞きしたいと思います。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 確かに私も海蔵地区市民センターにおったときに、三ツ谷のコミュニティーセンターの

1500万円という事業が、その前にかかりまして、非常に危惧をしていたんですが、どうい

うわけか、その制度をその後変更されたのか、ちょっとよく理解はしていないですけど、

まだ存続をされてきているということでございまして、その実態、やり方はちょっと詳し

く調べていないので申しわけないですけれども、ずっと続けていられるという形なので、

安心というのもおかしいですが、認めていただいているんだなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 今後その方向が変わって、補助金がとめられるという状況になったときに、とてもいい

補助金の制度だと思いますので、やはり地域のために、これにかわるような手当もあわせ

て考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。後半は要望です。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかに。 

 

○ 伊藤 元委員 

 コミュニティ助成事業補助金、非常にありがたいお金なんですけれども、今回、この３

件が採択ということですね。当然先ほども説明がありましたけれども、事業内容をチェッ

クされておると思うんです。これが、その後、今までの分についてもそうなんですが、応

募に当たって、その活動を開始してから以後、どうなっているかの追跡調査、そこら辺は

しっかりできていますか。その辺ちょっとわかる範囲でお答えをいただきたいと思います。 

 

○ 山本里香委員長 

 どうですか。 
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○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 少し海蔵地区の話になって恐縮でございますが、海蔵地区は西阿倉川の獅子舞をやって、

それを助成されていました。それで、翌年も、私どもも地区市民センターの館長として、

それをまた見にいくという形で、それのワッペンというのがあるんですが、ワッペンはち

ゃんとついているような形で出されているというような状況になっていると思います。ほ

とんどがそういった祭りなどでございますので、基本的には、その祭りが続いておる間は

それは続けられるということでございますし、三ツ谷のコミュニティーセンターについて

は、入り口に定礎といいますか、そこに入っておりますので、基本的にそれも続いていく

んだろうなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 それなりに見てはいただいておるかなというふうに感じるんですけれども、私のちょっ

と知っておるところなんかですと、しっかりと活動しておるところもあれば、やはりトー

ンダウンしていっておるところもあると。そうなると、しっかり頑張っていっておるほう

から見れば、トーンダウンしていっておるほうとしては、資産は残ったけれども、活動内

容がまだまだ至っていないよね、完全にと。そうすると、やっぱりそこでちょっと整合性

がとれやん部分が出てきたりするんです。ですので、そういった実態になっておるところ

には、やはり後からでもしっかりとした指導をしていただいて、しっかりと根づいていく

ようにしてほしいなという思いがあります。 

 それと、機器の購入なんかに際してお金を使っていくわけですが、かなり高額なことに

なっていきます。今、この宝くじのこんなシール、多分それを張って、それに対して該当

したやつですよというんだけれども、実際にはそうでないものもあるというふうに私はち

ょっと聞いております。ごまかしがあるということ。その辺、今こんなことを言うことは

余りよくないことやけれども、それなりに気があって応募してきたんだから、さっき私が

言うように、それではちょっと趣旨に沿わんよということでしっかり指導していただいて、

せっかくそうやって言ったんだから、きちっと地域に根差す、みんなが喜んでいただける

ような事業にぜひ変えていってほしいというふうに、強く要望しておきますので、しっか

りと一遍、過去の分を洗い直してください。お願いしておきます。 

 それからもう一つ、そういうふうにしてまちづくりに寄与していくわけなんですが、例



 - 10 -

えば、またその活動団体が、次、もう一回何かこういうことでやりたいと言ったときに、

２回目の申請は可能なんでしょうか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 要綱上には、特に１回目、２回目ということの規約はないかと思いますが、ただ、その

データとしては残りますので、市でもそうですし、県に対しても、１回採択されたところ

について優先順位を上げられるかというと、その辺は、逆にいうとちょっと下がる可能性

もあると。それが何年ぐらいやったらいいのかという話はあると思いますが、若干その辺

のことで、申請してはいけないということには多分ならないと思います。選定のところで

落とされる可能性はあるということだと思います。 

 

○ 山本里香委員長 

 一つ目のことはいいですか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 最初ね。要望で。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 調査の件につきましては、おっしゃるとおりでございますので、できる限り前の段階に

さかのぼって、一度確認をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ２回目の応募は可能ということなんですが、やはり、これ本当に、使い方によっては非

常にありがたい、金額も大きいですから、それで、私が言いたいのは、それなりの活動を

しておってもらえばそれでええかなと思うんだけれども、そこからまたどんどんどんどん

発展的に盛んになってきておるところに対して、やはりそういう２回目の支援とかをして

あげたらなというふうに思うんです。それが、毎年というわけにはいかんと思うんですね。

５年とか10年のスパンを見て、その人たちの事業が、こんなにも大きくなってきておると。

それで、やっぱりそれには与えてよかったな、当たってもらってよかったなということが
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あると思うんですよ。さらに、そこがまたこんなことをというふうな企画なんかを出した

中には、やっぱりそういう、有効になっていくという面から見れば、私はありかなと思っ

ておるんです。ですので、一遍そういうことも含めて、また今後、その辺を検討していた

だきたいというふうに要望だけしておきます。 

 以上です。 

 

○ 山本里香委員長 

 それではほかに。 

 

○ 石川善己委員 

 伊藤委員がおっしゃられた事後検証をしっかりしていただきたいという部分があるので、

１点、事務手続上ちょっと教えていただきたいんですけれども、市のほうで上がってきた

ものに関しての不備のチェックとか、そういうのがなされていると思うんですけれども、

明らかに不適合なものというのは、市の権限で、ある程度その時点でオミットすることと

いう権限は持ってみえるんですか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 市民生活課長の山下でございます。 

 これについては、基本的に、地区市民センターも経由しますし、それで、担当課のある

私ども市民生活課や財政経営課も経由しますので、ある程度見ておって、今までの流れの

中で、これはあかんやろうということになると、それは、ちょっと団体さんにお願いして、

少しこれは難しいかと思いますということを言わざるを得ないんですが、ただ、団体さん

が申請できますので、どうしても上げてくれという話になったときに断り切れるかという

のは、少し県まで上げさせてもらわなあかんかもわからんときもありますけど、それは、

そのときの内容によって判断をさせてもらうことになるのかなというふうに思っています。 

 

○ 石川善己委員 

 基本的には、じゃ、もう無理だと思いますよという返し方しかできないということでよ

ろしいわけですね。 

 その辺はよくチェックだけはしていただく必要があるかなとは思うので、お願いします。
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ありがとうございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに。 

 

○ 森 智広委員 

 もう端的にですけど、これ、各団体の自発的な申請だと思うんですけど、逆に知らない

方、団体もたくさんあると思うんですけど、声かけというのはどういうレベルでされてい

るんですか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 これにつきましては、この間、議員さんのほうにもお配りをさせていただいた、こちら

のしおりの中で、この補助事業については説明をさせていただいております。要綱ができ

ましたら、館長会のほうでこういう要綱ができましたということで、周知をということで

お願いするんですが、ただ、これが10月の末ぐらいに要綱ができまして、実際に提出が11

月という、本当にもうわずかな期間しかございませんので、今までも周知はしていただい

ていたんですが、今年度につきましては、しおりを配りましたので、館長会の中で早目に、

やっぱり少しこういうのがあるよという意識をしていただいて、それを各団体さんのほう

にも常々情報提供をしてほしいということだけは申し上げようかなというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに。 

 

○ 小林博次委員 

 質問するかどうか迷っておったんやけど、これは宝くじでということですから、いただ

くものはできるだけたくさん、早くということでいただけばいいんですけれども、コミュ
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ニティでさまざまな事業が、市の助成でもあるし、こういう宝くじの助成でもあるし、あ

るんやわね、いろいろ。 

 見ていると、上手に助成金をいただく術を心得る団体は、あると取っていくんやけど、

うまく慣れていない人たちは取れない。だから、助成、市のほうも外れる。しかし、実際

に苦しんで、一生懸命活動している人たちもおみえになるけれども、金が行かないという

ことがあって、これ、過去の実績から見て、うまく手を挙げられる人たちはええんやけど、

挙げてええのかどうかいなとして迷う人たちは結局該当しない。それでは、やっぱり助成

金としては問題がありませんかなと。もらえるものはもらっておけという主義でええんや

に、ええんやけど、それではちょっと問題がありませんかというふうに思うので、行政側

で、地区市民センター単位でも結構ですけれども、きちっと一遍、四日市に上げてくるも

の、あるいは同じものであっても宝くじに手を挙げて、そこでいただけるなら、ここの、

四日市の分はほかの団体に差し上げることができるわけやね。だから、そういう整理をし

てほしいなというふうに思うわね。 

 例えば、このあたりは諏訪太鼓やな。四日市全体ではないわけやね。諏訪太鼓で、有志

の団体でお金をもらうと、実は町が消えていくんですよ。少子高齢化で太鼓を叩く人がお

らんようになるから。逆に町が消えていくと、ぽつんぽつんと出てくる人たちは有志でど

こかでやるわけやな。それはそれでええわけやけど、でも、これ、薬にも毒になるわけや。

全体でいこうかという人たちにとってはプラスなんやけど、何とか町の単位を守って、隣

の町とくっついてでも守りたいなということはできなくなってくる。 

 もうちょっと深く考えてみると、これ、実は伝統芸能ではないわけやね。諏訪神社から

こっちへ覚えにいって、四日市へ導入してきたわけやね。四日市の伝統芸能は、やっぱり

大入道であったり、鯨船であったり、これはもう逼迫しておったという、修理代もないわ、

大変困って、もう収蔵する蔵もないわけやね、収蔵しておく場所も。また火災なんかで焼

けたら困るなということで、何とか収蔵庫を建てたりということになると、とんでもない

金がかかる。これは、行政側がどうするのということで答えを出すしかないと思うんやけ

ど、何が言いたいかというと、お金をようけもらうほうがええんやから、そういうものを

含めて、だから、従来の伝統を守っていくために銭が取れやんのと。だから、どんなとこ

ろにどうやって金を渡すのかという基準もよくわからんから、ものの言いようがないんや

けど、という取りとめのない質問をしたんやけど、過去の実績と、それから、気の弱い人

はよう取らんということはまずいやないのということと、それから、四日市の伝統を守っ



 - 14 -

ていくために、もう少し何とかしたらと。過去、戦争で祭り用具がみんな焼けてしまった、

疎開先で焼けたんやけど、こういうものを復活すると、１台当たり6000万円ぐらいかかる

わけやね。だから、そういうものを復活させるとか、そんな大事業も、やっぱり取り組ん

でいく必要があると思うんやけど、それは、市の行政側もある程度旗を振らんと無理やと

思うので、そういうものを含めて、何か意見があれば聞かせてください。 

 

○ 山本里香委員長 

 どなたで。全体像。 

 

○ 小林博次委員 

 それは部長やろう。 

 

○ 山本里香委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 佐野市民文化部長 

 今、小林委員のほうからご指摘のあった案件につきましては、私は何度となく、それこ

そいろんな議員さんから同じようなお話を聞いております。確かに四日市市には、それこ

そすぐれた伝統芸能というのがたくさんあった過去がありまして、それが、時の流れとか、

戦災とか、いろんなことでだんだん消えていっている。これを何とか、やっぱり後世に伝

え、残していかないかんという気持ちは多くの方が持ってみえるというふうに思います。

市のほうも、いろんな予算が制約される中、これはというところにやっぱり予算をきちっ

とつけて、やっていくべきことはやらなきゃいけないと思いますので、やはりそういう文

化行政という意味と、それから、地域のコミュニティということと、これは、両方に係る

事案だと思いますので、言葉だけではなくきちっと、やはり今後に向けて、そういうふう

な補助金というものも整理をさせていただき、何か有効な手だてを考えさせていただきた

いというふうに思います。 

 

○ 小林博次委員 

 それで結構ですけど、大体どんなところでどうやって使われておるか、３年ぐらいの資
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料と言っておったけど、もうこれ30年ぐらいになるんやけど、もうちょっと広い範囲で、

地域的に偏りがあるような気がせんでもないんやけど、資料があればください。 

 終わり。 

 

○ 山本里香委員長 

 そういう資料は何年分というのは、どれぐらい出せるかというのはどうなんですかね。 

 

○ 小林博次委員 

 それは無理のない程度に、できるだけ･･･。 

 

○ 山本里香委員長 

 全体像がわかりやすいように資料をつくっていただきたいと思います。 

 よろしいですか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 わかりました。 

 

○ 山本里香委員長 

 今、ちょっと皆さんのお手元にカラーの資料が行っております。これは、２ページの事

業の概要のチラシですので、またご確認ください。 

 ほか。 

 

○ 加納康樹委員 

 各委員が発言されたので、１人だけ黙っているわけにいかないので、簡潔にお伺いしま

す。 

 まず、さっきの一つ飛んで、石川委員のところに関連するんですが、出すときに市のと

ころのチェックをくぐるのかという話のところと、それと、一般コミュニティ助成事業で

１件が漏れたというところの話がちょっと矛盾して聞こえたので確認するんですけれども、

じゃ、そのスロープという、確かにそれだけ聞いておかしいなと思うものが、今回一たん

県まで上がっていったというその経緯は、今課長がおっしゃった、無理かもしれませんよ
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というのを突破して申請されたということでよろしいんでしょうか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 このことについては、ぶっちゃけた話ですけど、地域の方がどうしても上げてほしいと

言われたときに、基準というのはないわけです。スロープがあかんということは書いてい

ないわけですし、明確にこういうものは絶対だめですというような言い方はできませんの

で。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、直接その活動に関する経費ということでござい

ますので、基本的に、先ほども申し上げました99件申請があって、50件が新採択とされた

ということになると、その部分というのは、直接的経費は認められないのでということで

落ちたのではないかというふうに考えておりますので、できる限りこちらのほうで、例え

ば、この件数が10件とか20件とか出てこれば、もう少し、議員おっしゃるようにもっと精

査をしないと、全部上げていくというわけにいかないと思いますが、４件、５件であれば、

大体県でもそれぐらいの採択はされているものですから、その辺の微妙なところがござい

まして、件数がふえれば、ちゃんともっとチェックをさせていただくということになるん

かどうかわかりませんが、少ない場合は、よっぽどその基準を満たさないというふうに判

断できなければ上げざるを得ない。 

 ただ、順位は市のほうでもある意味つけますので、順位は下のほうになるのかなという

感じに、今、なっております。 

 

○ 加納康樹委員 

 端的に、今回漏れた４件目のところに対して、出すに当たってご助言はされた、されな

い、スルーパスなのか、ちょっととめたのか、そこのところだけ具体的な経緯があれば。 

 

○ 堤市民生活課市民活動安全係長 

 堤でございます。 

 申請に当たりまして、地区市民センターと財政経営課及び市民生活課のほうで、ご相談

させていただきまして、スロープそのものは、子供の広場への進入路を皆さんが進入しや

すいようにスロープを整備するということなんですけれども、やはり直接的な市民コミュ

ニティの活動というのが趣旨なので、そこのスロープを使って何をするかというところに



 - 17 -

ついて、もっと色をつけてやっていただくように協議はいたしました。そこのソフト的な

ところの計画がまだちょっと十分でなかったというところはございます。けれども、中身

につきましては、いろいろ相談させていただきました。 

 

○ 加納康樹委員 

 ありがとうございます。わかりました。 

 私はもうこれでとどめますので、石川さん、あれば後ほどまたお願いします。 

 もう一点だけ、地域の芸術環境づくり助成事業、このレイル・ドリームのほうなんです

けれども、私もこれは去年の発表になった時点から楽しみにしているので、ぜひ見にもい

きたいなとは思っておりますが、今、課長のほうからは、収入の積算の内訳、チケット代、

岡田文化財団、今回のこれというお示しはあったんですけど、じゃ、この総事業費の879

万円、これの内訳というのはどんなものなんですか。私、ぱっとこれを見て、意外とかか

るんだなと思いながらこの総事業費を見たんですが、その辺の内訳だけ、ざっとわかるよ

うに。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 内訳でございますが、舞台制作費、こちらのほうが322万6000円、舞台設営ですね、大

道具とか、そういったものが380万円で、大体舞台に係る制作費が700万円ほどです。それ

から、ＰＲ、これもコミュニティ助成ということで、ＰＲしていくためのＰＲ費、それか

ら写真ですね。記録写真を撮らないといけないとかいったこと、それから、参加者のスポ

ーツ保険を掛けたりということで、こちらのほうが170万円程度というふうになっており

ます。 

 

○ 山本里香委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 加納康樹委員 

 わかりました。もう結構です。 

 

○ 山本里香委員長 
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 ほかに。 

 

○ 石川善己委員 

 済みません、皆さん、終わりだと思うておったところで。 

 加納委員に振っていただいたので少しだけ。 

 正直に申し上げて、件数が多いから、少ないからという部分で精査に違いがある、調査

に違いがあるという部分というのは、これは、僕はやっぱりあかんと思います。ただ、言

葉が悪いですけれども、出たらもうけもの的な申請をするということは、これは小林委員

がおっしゃってみえたように、いただけるものはいただいたほうがいいので、それ自体に

ついては悪いとは思わないんですね、考え方として。ただ、やっぱり件数が多くなればも

っときちっと精査をするとか、少ないからいいかなという考え方はいかがなものかなとい

うことだけ申し上げて終わります。 

 

○ 山本里香委員長 

 それに対して。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 済みません、発言がちょっと不適切だったかなという気はします。申しわけございませ

ん。いずれにいたしましても、できるだけ私どもの考え方では、先ほど言われましたよう

に、地元の方の思いを伝えたいので上げていきたいという思いがございまして、なかなか

こちらのほう、明確に基準があれば、これはだめですよということで申し上げられるんで

すけど、そういう思いで上げさせていただくということでございます。 

 それと、順位をつけるという、おおよそはあります。１番から10番がつきますので、先

ほど申し上げたのは、少なければ、それは10番までつけるのにすべて上げていくと、逆に

たくさん切られる可能性とか、少数精鋭でいったほうがというような思いもありまして、

少しそういったことをしておりますけれども、今後、石川委員がおっしゃるように、明ら

かにこれはもう、今までの経過もございますので、難しいということであればもう少し精

査をするような形でしてまいりたいというふうに思います。 

 

○ 石川善己委員 
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 件数が多いか少ないかで差が出るのがだめだという意味だけで、僕は、出るものなら、

いただけるものならいただけたほうがいいので、ある意味、ちょっと難しいかなと思って

も出していただくほうが、個人的にはいいのかなというふうには思っています。出たらも

うけものだと思いますし、いただけるものはいただくべきだと思いますので、ちょっとそ

の辺、僕もうまくニュアンスが伝わらなかったのであれば、そこは訂正します。ありがと

うございます。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 わかりました。石川委員の意向のほう、そういう形で進めさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ごめんなさい、２回目。 

 ちょっと疑問がわいたんですが、一つは、今回、一般と芸術のほうを受けて、３件、そ

れから１件ということなんやけど、これ、今回の枠というのはどれぐらいあるんかな。 

 要するに、これ、これだけの、一般のほうは４件が出てきたというけど、１件は外れた

ということで３件になったけれども、例えば、５件、６件と出てきたら、それ、全部押し

ていけるのかな。そういう意味でちょっと聞いておるのやけど、どうですか。 

 

○ 山下市民文化部参事兼市民生活課長 

 市の枠というのは、基本的にはないと思うんです。何件でもいいと思いますが、これ全

国の話でございますので、多分三重県のほうで何件とかいう、多いところは多いですけれ

ども、その辺の三重県の枠がどれぐらいかということで決まってくるのかなというふうに

思いますし、その年、その年で、割り振られる件数も決まってきますので、四日市市が何

件と固定しておるわけではございませんので、上げられるものは全部、基本的には上げさ

せてもらうつもりではおりますが。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そうすると、四日市のほうで確認をして、応募のめがねにかなったやつは申請していく

よと。ただし、外れるときもあるよということですね。わかりました。 
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 それで、もう一つの疑問は、先ほど、今回残念ながら企画に合わなかったという、スロ

ープの件なんですが、スロープというと、階段と違って坂道をつくるというスロープでよ

ろしいですね。それというのは、どっちかというとバリアフリー化していくということで

すね。となれば、市のほうでバリアフリーのメニューがあったかと思うのやけど、そっち

への移行というか、そういうふうにできないのかという助言とか、そういうのはされてい

ますよね。 

 

○ 堤市民生活課市民活動安全係長 

 今回の申請内容は、子供広場の整備、そこに通じるスロープでございますので、そちら

の子供広場の整備事業等は市の補助事業でも助成がございますので、そちらに該当するか

というのも検討させていただきまして、今年度も引き続き検討していくことになってござ

います。 

 それと、今回の申請に対して採択はされませんでしたが、引き続き検討して、だめだっ

たよねではなしに、私ども、地区市民センターとともに、地元とともに協議して、どうい

う補助申請がいいかということを継続して検討しております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 わかりました、ありがとうございます。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかにありませんか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 １点確認をさせてください。進め方についてお尋ねをしたいというか、整理だけしてお

きたいんですけれども、今、質疑の時間ですよというお話を委員長から初めにしていただ

く中で、意見、要望というのが委員さんの中からも上がってきたわけですけれども、意見

と要望に関しては、後に時間が与えられるのか、この質疑の中で含めなければいけないの

か。この委員会の進め方の確認だけさせていただいて、その意見、要望もこの質疑の中に

含めていかなければいけないなら、私もさっきの中で意見要望を含まなきゃいけなかった

かなと思いますし、そこの部分だけ、ちょっと確認をさせてください。１年間の部分にな
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ってこようかと思いますので。 

 

○ 山本里香委員長 

 質疑で、今進めています。この後、質疑が終わったら、討論という形になります。その

内容については、私の考えですが、討論というのは、その内容について問題点を指摘し、

よしか悪しかということについての意見を出すという形になるので、私がこれまで経験し

てきた中では、質疑の上での答えてもらったことに関することでの要望ということであれ

ば、この場でだったと記憶しているんですが、そういう考え方でよろしいでしょうか。よ

ろしいですか。皆さん、了解していただけますか。質疑にかかわって、戻ってきた回答に

対しての、自分で要望的なことはこの場ということに基本的にはなると思うのですが、よ

ろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 私もふなれな１年間を過ごしてまいりましたので、一応円滑な議事進行が行われる最大

限の協力をしたいという意味で委員長との意見のすり合わせをさせていだきたくて、発言

をさせていただきました。どうもありがとうございました。 

 

○ 山本里香委員長 

 ありがとうございます。 

 よろしいんですね、もうそれなら。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 大丈夫です。今後の進め方で。 

 

○ 山本里香委員長 

 ということね、今回このことでと。 

 それでは、ほかにありませんか、質疑。 

 副委員長、いかがですか、よろしいですか。 
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○ 中村久雄副委員長 

 はい。 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、質疑を終わりたいと思います。 

 この件につきまして、討論、ありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 討論なしと認めます。 

 それでは、議案第63号平成24年度四日市市一般会計補正予算（第１号）、第１条歳出歳

入予算の補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第18目コミュニティ活動費につい

て採決をとりたいと思います。 

 それでは、この議案に対して、もう討論がなかったということですので、可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって本案は可決すべきと決しました。ありがとうございます。 

 

〔以上の経過により、議案第63号 平成24年度四日市市一般会計補正予算（第１号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第18目コミュニ

ティ活動費について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

１１：４５休憩 

 



 - 23 -

【協議会】 

文化振興ビジョンの更新について 

中心市街地活性化基本計画について 

１４：１１再開 

○ 山本里香委員長 

 協議会を終わらせていただきます。 

 それでは、理事者の方、ご退席をお願いします。 

 委員の皆さんには、このあと、事務的なことのちょっとお話があるわけですが、続けさ

せていただきますが、10分ほど･･･。 

 

○ 加納康樹委員 

 そんなにかからないでしょう。 

 

○ 山本里香委員長 

 報告会のことでもめたら大変ですけれども。 

 よろしいですか、続けて。どうですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 では、淡々と進めていきたいと思いますが、裏面に行きまして、その他事項に入らせて

いただきます。 

 所管事務調査をこの休会中にさせていただくということになっています。 

 今、１件、四日市市観光大使設置条例について、代表者会議の22日を待たないと、細か

なことで、だれがどういうふうに発議をされてということが決まっていかないのですけれ

ども、この所管事務の、私どもに付託をされるということにはなりますので、このことを

扱っていかなければいけないことが、まず一つあります。 

 それと、それ以外に、皆さんからご意見を伺いますが、まず、日程のことでお諮りをし

たいと思います。 

 今、皆さんの予定というか、全体の議会の予定の中でこの会議を持てる日程は、平成24
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年７月13日金曜日の午前10時、平成24年７月26日木曜日の午後１時30分。平成24年８月２

日金曜日の午前10時、平成24年８月９日木曜日の午後１時30分というのが、もうそれだけ

しか今のところ考えられないわけです。 

 調査項目の一つは、四日市市観光大使設置条例が決まっていますが、もう一つぐらいと

いうふうな話になってきたときにどういう順番でしていくかということもあるのですが、

平成24年７月26日に例年行っております四日市市ナイター競輪の視察の実施を予定してお

りますが、視察実施日としては26日しかないわけです。ですから、そのことも考えあわせ

た上で、夜は四日市市ナイター競輪の視察、予定として取っていけるのがこの日の午後と

いうわけなんですが、４日間、皆さんの中で支障がなければ、前のときに、平成24年８月

３日、樋口委員から、大四日市まつりの前日なのでというような声も出ておるのですが、

この組み方、時間の使い方については、四日市市観光大使設置条例のことで、ある程度変

わってくると思うんですが、この４日間をコンプリートさせていただいてよろしいでしょ

うか。 

 例えば、４日間を、まず前提として押さえたいと。ただ、これを３日間にする、３日間

にして、上げていくのか、もう四日市市観光大使設置条例のことだけをするので、それで

も３日間ぐらい要るかもしれないですね、この流れの中で考えたら。そこら辺のところで

すが、例えば、支障がある。 

 

○ 加納康樹委員 

 いいんですけれども、できれば、予備日なんで影響はないかもしれませんけど、予備日

って、これ、午後からしかだめですか。 

 

○ 栗田議会事務局主事 

 その日の午前に農業委員会総会がありますので、商工農水部が参加できません。 

 

○ 山本里香委員長 

 午後というのはちょっとというお話がありますが。 

 

○ 伊藤 元委員 

 何を扱うかによって変わりますよね。 



 - 25 -

 

○ 山本里香委員長 

 そうしたら、日にちのことを今、申していますけど、テーマが必要ですか。先に決めた

ほうがいいですか。 

 日にちとしては、やっぱりある程度確認をしないといけないと思うんですが、ほかの日

でちょっと都合が悪いとおっしゃる方、どうしてもという。 

 

○ 小林博次委員 

 合わせます。 

 

○ 山本里香委員長 

 合わせますということでお話をいただきましたが、それでは、この４日間を、ちょっと

前提、頭に置いた上でテーマを確認していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 その四日市市観光大使設置条例ということなんですが、もしそれ以外にこういうことで

という、所管事務調査の内容についてご提案があれば。 

 

○ 小林博次委員 

 有害鳥獣の問題を取り上げていただけませんかね。 

 

○ 山本里香委員長 

 獣害施策について、去年からの有害鳥獣のね。 

 一つ、今出ました。これはそんなに長くはかからないですよね。 

 あと、いかがですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっとこれ、市民文化部に確認しなきゃいけないと思うんですが、前から話がある四
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日市市美術展覧会について、そろそろ会議が入ってくるんじゃないかなと思うんです。も

し会議が入っていれば、その結果報告だけでもいただいておいたほうがいいのかなと。 

 

○ 山本里香委員長 

 実は、私、今月の21日に行かせていただきます。その会議が、この今の委員さんの任期

中の最後なので、一番最後に、後送りになっている部分について、その日に審議を行う形

になります。 

 それが終われば、新しいというか、今までのきちんと決まりを守るとか、新しい部分、

変えた部分とか、そういうのがわかってきますので、その後であれば、どうなっているか

の報告はできると思います。 

 それでは、ほかにはいかがですか。 

 出すだけ出しておいて。 

 

○ 加納康樹委員 

 出すだけ出すということなので、今、この休会中にやってもらう必要は全くないんです

が、時間がとれるときに、地域マネージャーのあり方についてというのはやるべきだなと

は思っています。 

 

○ 山本里香委員長 

 地域マネージャーのあり方ね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 昨年の委員会の中で、市民文化部が、本年中に地区市民センターと地域マネージャーの

あり方について物事を決めていくという発言が出ていますので、それは、先ほど加納委員

が言われたみたいに、長い１年間のスパンの中で、今回の中心市街地のように、時折の報

告を入れていただくという進捗の確認は、割と長い目で見て、例えば１時間なり、30分な

りの報告をちょいちょいと入れていただくような形はとっていって、我々が把握していた

ほうがいいかなとは思います。 

 

○ 山本里香委員長 
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 地域マネージャー及び地区市民センターのあり方。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その中のものというのが、ことし決めていくんだという話を昨年受けましたので、追っ

かけていったほうがいいのかなと思います。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかに。 

 

○ 森 智広委員 

 これも一応上げるだけ、今、このタイミングじゃなくてもいいんですけれども、経済状

況が余り芳しくない中で、やはり企業誘致とか企業活動、経済活動、四日市は今、どうな

っておるんやという、１回現状把握というのを･･･。 

 

○ 山本里香委員長 

 企業誘致など、四日市の経済活動の･･･。 

 

○ 森 智広委員 

 現状と、それに対する市の取り組み方ですかね。企業誘致という、一応制度はあります

けれども。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかにはどうですか。 

 

○ 石川善己委員 

 今回じゃなくて結構です。年度中にやっていただければいいんですけど、外国人居住者

との共生の問題を、昨年も委員会ではやられていたと思うんですが、メンバーも変わって

いますし、ぜひ、年度内で一度やっていただければと思います。 

 

○ 山本里香委員長 
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 外国人、共生ね。 

 幾つか出ています。 

 副委員長、いいですか。 

 

○ 中村久雄副委員長 

 １回、農業施策の状況と取り組み状況をやらせてほしいなと思いますね。 

 

○ 山本里香委員長 

 ほかにいいですか。 

 伊藤委員、いいですか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 いいです。 

 

○ 山本里香委員長 

 荒木委員もいいですか。 

 

○ 荒木美幸委員 

 はい。 

 

○ 山本里香委員長 

 ちょっと事前に、先ほどの地区市民センターのことについては、それこそ新しい形をつ

くっていないかんのでということで、どんなぐあいなのかという話を聞いたところ、この

９月あたりまでにある程度の形をつくっていきたいけれどもということなんですが、こち

らの意見を届ける手だてとしては、やっぱり今のうちにしておかないと、そのときに反映

されないということもあると思うので、説明をいただいて、意見をするということがこの

間にあってもいいと思います。 

 今出ているのが、有害鳥獣のこと、市美展の件、これも報告ですよね。有害鳥獣も現状

報告ですよね。 

 それから、地域マネージャー及び地区市民センターについて、企業誘致など、四日市の
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経済状況について、外国人との共生について、四日市の農業政策についてと、六つ関連が

ありますが、その中で。 

 

○ 伊藤 元委員 

 六つに意見が出てきておるんですが、報告だけで済むものと、それから、我々として、

こういうふうに取りまとめていかなあかんものとちょっと分けてやったほうがいいのかな

と。それで、それをするのには、やっぱりちょっと理事者のサイドのほうの話も聞いてみ

やんと、その辺が今、タイムリーかどうか、それから、また対応できるかどうか。できや

んでも、こっちからぐっと行くんやということもあると思うので、一遍その辺を取り上げ

てほしいことだけ言ってもらって、正副委員長のほうでちょっとまとめてもらって、新た

な議題というふうにしていただいたらどうかなと思うんやけど。一つの提案ですけど。 

 

○ 山本里香委員長 

 今、六つを示していただいた中で、内容のいろんな違いがあるので、ただ、これ、日に

ちを決めるのに、部署の問題が出てきます。 

 じゃ、四日市市観光大使設置条例のことは、まずする。あと、一つなり、報告で済むよ

うな内容であれば二つになるかもわからないですけれども、多くても二つやわね。ちょっ

とこちらのほうで案を出させていただいて、調整をしたいと思いますが。 

 

○ 伊藤 元委員 

 二つやるの。 

 

○ 山本里香委員長 

 だから、その四日市市観光大使設置条例のことをやろうとすると、22日の中で、どこま

でをこの中で扱っていくかということがあると思うんですが、扱った中でパブリックコメ

ントなどもしなければならないとなっていて、それは、議会としてすることになると思う

んですけど、それも並行していって、そうすると、パブリックコメントって。今すぐ、き

ょうのあすでできませんから、パブリックコメントが出てきた答えももらって、もう一回、

９月ぐらいにやらんならんと思うんです。 

 だから、とにかくまず初めに、まず滑り出しとしてのことで、状況を確認せないかんと
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いうことで、これ、まずそれはせなあかんですね。あと、そうしたらその中で、どうして

も今説明をしてほしいものがあるというのをひっつけたぐらいかなとは思いますが、その

観光大使と、どうしても、今、説明してもらっておかなあかんのをひっつける。そして、

あと、ちょっと時間を要するようなものを、研究テーマとして組んでいくのは、次回、今

後につなげていくという形でよろしいでしょうか。説明で終わるようなもの、ちょっとこ

ちらのほうで確認をしまして、説明に来てもらうという部分については、今。必要なのと

いうのをちょっと入れたいとは思います。 

 ですから、協議事項、四日市市観光大使設置条例のことが一つ、それに説明で済むよう

なもの、多少皆さんの意見も出てくるようなものをつけ加えるという形でちょっと組みた

いと思いますので、それは、内容は一任していただけますか。 

 

（異議なし） 

 

○ 中村久雄副委員長 

 ８月９日が、商工農水部以外やったら･･･。 

 

○ 山本里香委員長 

 それ、今からパターンで、担当部署のことがありますので、そうしますと、商工農水部

に四日市市観光大使設置条例のことできっちりと説明を受け、考え方をただしていったり、

例えば、提案をされる発議の方からの説明をどのようにしていくかということがこれから

決まっていくと思うんですが、そういうのをしてもらうのを、平成24年７月13日、それか

ら、それを受けて平成24年７月26日、そして平成24年８月３日ぐらいまでに、それを入れ

て説明会を、ちょっと調整して、二つぐらい説明をしてもらうのが必要かと思うのですが。

それをここへ入れさせていただくものの手順をつけたいと思います。 

 平成24年８月９日は最悪の事態ですけれども、もう３日間で直っていくように進んでい

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 
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 そのような形の中で進めさせていただきますので、３日間、四日市市観光大使設置条例

がメーンです。 

 そして、平成24年８月３日の日はだめなんですよね、商工農水部が。このときに説明を

受ける、多分二つぐらい説明を受けて、そんなに長くならないような程度にということで、

していきたいとお思います。 

 商工農水部がいなくても、四日市市観光大使設置条例について、自分たちの討議をする

ことは、平成24年８月３日の日にできるわけですので、３日間、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、四日市市ナイター競輪の視察も、これで計画をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 山本里香委員長 

 平成24年７月26日、晩からということになります。 

 

 〔次回以降の日程は７月13日、７月26日、８月３日、８月９日と決定する。〕 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、４番、所管事務調査については終わり、行政視察について確認をしたいと思

います。 

 再度、新しい日程票、行程表をお渡ししてあるのですが、開始の時間というか、出発の

時間を１時間遅らせてあります。内容をご確認いただいて、この方向で進めさせていただ

きますが、昼食は電車の中でということで、朝、名古屋駅で時間が若干とれますので、購

入していただくことになると思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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○ 伊藤 元委員 

 集合場所はどこやね。 

 

○ 山本里香委員長 

 集合場所、また文書を行かせていただきますけれども。 

 

○ 栗田議会事務局主事 

 四日市駅で乗られる方は四日市駅にご集合いただきまして、それ以外に、桑名などから

乗られる方については名古屋に集合というような形で考えておりますが、またそれは改め

て個別に確認をさせていただきますので。 

 

○ 山本里香委員長 

 じゃ、わかりました。じゃ、そのように。 

 また、きちんと文書によって時間等のことを記して配付したいと思います。 

 それでは、視察についてはこれで終わります。 

 議会報告会についてですけれども、ちょっと文書１枚、皆さんの手元に置いてあります。

去年、各委員会で進めてもらっているんですが、いろんな形で委員会を進めてもらってき

ました。こちらのほうで、副委員長とともに簡単に案をつくってみたのですけれども、オ

ーソドックスな形で、まず、内容は少ないですけれども、報告をさせていただいて、補正

予算１件になると思うのですが、その後、切りかえてシティ・ミーティングという形で、

全体、物すごくたくさんの方がみえたりしたらということも考えましたけど、まずは、今

回は全体の方と一緒にお話を対面ですると、議員全部で対面して、お話し合いをさせても

らうという形を計画しましたが、形としてはそれでいいでしょうか、分科会方式を試みら

れたところも去年ありましたけれども、そういう方向もひとつあるかとも思うのですが、

今回は一般型でいきます。 

 それでは、あと、それぞれが率先して係役割を持っていただきたいわけですけれど

も･･･。 

 

○ 小林博次委員 
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 消防と防災がシティ・ミーティングなんやな。 

 

○ 山本里香委員長 

 後半ですね。 

 その他の部分が入ってきても、ある程度は受けなければならないと思いますけど。 

 

○ 小林博次委員 

 消防とか防災とか、いろんなことをやるので、ちょっとレジュメを事前につくって。委

員の皆さんと、できれば来ていただいた人にも、そんなのを配付すればと思いますが。 

 

○ 山本里香委員長 

 消防防災の何か資料を、ちょっと要りますね。 

 何か、そうすると、消防、防災について、今、一般的なものですよね。防災対策調査特

別委員会はぐっと調査が進んでいるけれども、一般的なものというと、今あるものが、津

波の暫定版はあれですよね。 

 

○ 伊藤 元委員 

 消防防災についてですよね。それで、私らが所管するのは消防で、危機管理の分とちょ

っと放さないかんのかなと、放さないかんといっても、これはできるものでもないんやけ

どね。その辺、ちょっと注意が必要かなと思うんやけど、どうなるの。消防署における防

災活動というか、対策というか、そういうことではないんですか。 

 

○ 山本里香委員長 

 副委員長と少し、事前に話をしたときに、この間、視察に行かせてもらった消防署で、

高機能の消防車がありましたよね。そういうのの写真をちょっと映像で出したり、消防の

今の保有状況とか、救急の状況とか、そういうものが何か必要かなという話はしているん

ですけど、消防署の紹介じゃないけれども、危機対応。 

 

○ 伊藤 元委員 

 要するに、消防力を強化のためにいろいろ意見交換をしてくるという認識でいいのかな。 
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○ 小林博次委員 

 消防が出ると救急は出るだろうな。 

 

○ 山本里香委員長 

 消防署のほうとちょっと相談もしますが、今の装備のこととか、そういうことがわかる

ような状況の資料を、そんなに多くなく、１枚ぐらい。 

 ほかに何か、それは、シティ・ミーティングの資料として。 

 

○ 小林博次委員 

 正副委員長でちょっと相談されて。 

 

○ 山本里香委員長 

 それでは、そんなような形で行きますが、司会を決めていただきたいのと、議案審査の

報告ということで、これは私のほうでさせてもらうのでよければさせていただきますが、

司会を決めていただきたいと思います。 

 前半と後半と、これもつなげてということでいいのか、分けるかということもあります。

後半はさばきも大切なので。 

 副委員長は何かお手伝いをいただけますか。 

 

○ 中村久雄副委員長 

 僕、何でもさせてもらいます。 

 

○ 山本里香委員長 

 副委員長に司会をお願いいたします。 

 それでは、そういう形で、次回また、皆さんにお願いをすることにもなると思いますが、

始めですので、中村副委員長に司会をお願いします。 

 そのような形でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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○ 山本里香委員長 

 あとの資料は、先ほどのことの皆さんのご意見をいただいて、こちらで用意をさせてい

ただいて、事前に皆さんにちょっと目を通していただくことも考えております。 

 それでは、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

                                １４：３５閉議  


